
関西大学図書館規程

��������������制定　平成１３年７月１２日

　（設　置）

第１条　関西大学学則第６５条の規定に基づき、本大

学に関西大学図書館（以下「図書館」という。）

を置く。

　（目　的）

第２条　図書館は、学術情報の中枢機能を担い、大

学が教育及び研究を促進するのに必要な資料を収

集、整理、保存及び提供することを目的とする。

　（図書館長）

第３条　図書館に図書館長を置く。

２　図書館長は、図書館を代表し、図書館の業務を

統括する。

３　図書館長は、学長が教授のうちから理事会に推

薦し、理事会が任命する。

４　図書館長の任期は、３年とし、再任を妨げない。

５　図書館長が欠けたときは、補充しなければなら

ない。この場合において、後任者の任期は、前任

者の残任期間とする。

　（事務組織と事務分掌）

第４条　図書館の事務組織と事務分掌は、学校法人

関西大学及び設置学校事務組織規程に定めるとこ

ろによる。

　（図書委員会）

第５条　図書館の管理運営について必要な事項を審

議するため、関西大学図書委員会（以下「図書委

員会」という。）を置く。

２　図書委員会に関して必要な事項は、関西大学図

書委員会規程に定める。

　（自己点検・評価委員会）

第６条　図書館における活動及び管理運営について

点検及び評価を行うために、関西大学図書館自己

点検・評価委員会（以下「自己点検・評価委員

会」という。）を置く。

２　自己点検・評価委員会に関して必要な事項は、

関西大学図書館自己点検・評価委員会規程に定め

る。�

　（図書の管理）

第７条　図書館は、図書の調達及び管理を行う。

２　前項に規定する図書の管理に関して必要な事項

は、関西大学図書館図書管理規程に定める。

　（図書館の利用）

第８条　図書館は、図書館資料と図書館施設を利用

に供する。

２　前項に規定する図書館の利用に関して必要な事

項は、関西大学図書館利用規程に定める。

　（補　則）

第９条　この規程に定めるもののほか、図書館の管

理運営に関する必要な事項は、図書委員会の議を

経て定める。

　（規程の改廃）

第１０条　この規程の改廃は、図書委員会の議を経て

行う。

　　附　則

１　この規程は、平成１３年１０月１日から施行する。

２　図書館長の任命及び任期に関する規程（昭和３６

年９月１９日制定）は、廃止する。

３　この規程施行後最初に第３条第３項により選出

される図書館長の任期は、第３条第４項の規定に

かかわらず平成１５年９月３０日までとする。

４　第５条に規定する図書委員会については、関西

大学図書委員会規程が改正されるまでの間、現行

の関西大学図書委員会規程（昭和３１年６月２１日制

定）を適用する。
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改　　正現　　行
　（趣　旨）
第１条　この規程は、関西大学図書館規程第７条第２項の規
定に基づき、学校法人関西大学経理規則に定める固定資産及
び物品のうち、図書館に所蔵する図書の調達及び管理につい
て、その適正な運用を図るため、必要な基準を定めるものと
する。

第２条～第２４条　　　　　＜省　略＞

　附　則
この規程（改正）は、平成１３年１０月１日から施行する。

別表第１（第４条、第５条、第６条、第１６条関係）図書の管理区分表

　（目　的）
第１条　この規程は、学校法人関西大学経理規則に定める固
定資産及び物品のうち、関西大学図書館に所蔵する図書の
調達及び管理について、必要な基準を定め、その適正な運
用を図ることを目的とする。

第２条～第２４条　　　　　＜省　略＞

別表第１（第４条、第５条、第６条、第１６条関係）�図書の管理区分表

改　　正現　　行
　（趣　旨）
第１条　この規程は、関西大学図書館規程第６条第２項の規
定に基づき、図書館自己点検・評価委員会（以下「委員会」
という。）について必要な事項を定めるものとする。

第２条～第８条　　　　　�省　略�
　附　則
この規程（改正）は、平成１３年１０月１日から施行する。

　（設　置）
第１条　大学の教育研究水準の向上を図るとともに、図書館
における自己点検・評価の取り組みを推進するために、自
己点検・評価に関する規程を定め、図書館自己点検・評価
委員会（以下「委員会」という。）を置く。

第２条～第８条　　　　　�省　略�

設置場所種　　　類

書庫又は
高槻図書室

　　　　普通図書
研究用　逐次刊行物
　　　　特別コレクション（文庫）

図　 　 書

資　

産　

図　

書

書庫又は
レファレンス室参考図書

貴重書庫貴重図書・準貴重図書

書庫古文書（近世史料）
マイクロ資料非図書形態資料

書庫又は
レファレンス室　　　　普通図書

学習用　参考図書
　　　　逐次刊行物

図 書
準　

資　

産　

図　

書

開架閲覧室
高槻図書室

レファレンス室等
高槻図書室電子情報資料（ＣＤ－ＲＯＭ等）

非図書形態資料
開架閲覧室
高槻図書室ＡＶ資料

レファレンス室未整理逐次刊行物
未 登 録 図 書消

耗
品
図
書

整理準備書庫未整理古文書（近世史料）

開架閲覧室等
高槻図書室

新聞・雑誌、インフォメーション
資料等登録不要図書

種　　　類
　　　　普通図書
研究用　逐次刊行物
　　　　特別コレクション（文庫）

図 書資　

産　

図　

書

参考図書

貴重図書・準貴重図書

古文書（近世史料）
マイクロ資料
電子情報資料
（ＣＤ－ＲＯＭ等）完結型

非図書形態資料

研究用　普通図書
学習用　参考図書
　　　　逐次刊行物

図 書準　
資　
産　
図　
書

電子情報資料
（ＣＤ－ＲＯＭ等）更新型非図書形態資料
ＡＶ資料

未整理逐次刊行物
未整理古文書（近世史料）未 登 録 図 書消　

耗　
品　
図　
書

新聞・雑誌、インフォメーション
資料等登録不要図書

外部データベース非図書形態資料



関西大学図書館利用規程
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別表第２（第１４条、第１６条関係）帳簿組織分類表別表第２（第１４条、第１６条関係）�帳簿組織分類表

期　間登録番号台　帳　名

　　　～１９７３．３
１９５８．４～１９７３．３
１９７３．４～
１９７８．４～
１９９４．４～
１９７６．４～
１９７６．４～

１～４０２，４０７
１～　４３，７２４
１～
１～
１～
１～
１～

図書原簿人文・社会系
　　　　工学系
資産図書台帳　Ａ系
　　　　　　　Ｃ系
マイクロフイルム台帳（１６㎜）
マイクロフイルム台帳（３５㎜）
マイクロフィッシュ台帳

資産図書台帳

資　
　
産　
　
図　　

書 近世文書目録（リスト）管理補助簿
カード書架目録
電子目録事務用図書目録

１９７３．４～
１９７８．４～

１～
１～

準資産図書台帳　Ｂ系
　　　　　　　　Ｄ系準資産図書台帳準

資
産
図
書

カード書架目録
電子目録
個研用図書カード

事務用図書目録

逐次刊行物仮受ファイル

近世文書目録（リスト）
管理補助簿

消
耗
品
図
書

期　間登録番号台　帳　名

　　　～１９７３．３
１９５８．４～１９７３．３
１９７３．４～
１９７８．４～１９９４．３
１９９４．４～
１９７６．４～
１９７６．４～

１～４０２，４０７
１～　４３，７２４
１～
１～１１１，４２６
１～
１～
１～

図書原簿人文・社会系
　　　　工学系
資産図書台帳　Ａ系
　　　　　　　Ｃ系
マイクロフイルム台帳（１６㎜）６３系
マイクロフイルム台帳（３５㎜）６１系
マイクロフィッシュ台帳　　　６２系

資産図書台帳
資　

産　

図　

書 近世文書目録（リスト）管理補助簿
カード書架目録
電子目録事務用図書目録

１９７３．４～１～準資産図書台帳　Ｂ系
オーディオテープ台帳６４系
ビデオテープ台帳　　６５系

準資産図書台帳
準
資
産
図
書 カード書架目録

電子目録事務用図書目録

逐次刊行物仮受ファイル

近世文書目録（リスト）
管理補助簿

消
耗
品
図
書

改　　正現　　行
（目　的）
第１条　この規程は、関西大学図書館規程第８条第２項の規
定に基づき、図書館の所蔵する図書館資料（以下「図書」
という。）及び図書館施設の利用についての必要な事項を定
め、もって図書館の円滑な運用を図ることを目的とする。

第２条～第６条　　　　　＜省　略＞

（利用の種類）
第７条　前条により利用券を交付した者には、図書の閲覧、
貸出その他の図書館サービスを行う。ただし、特別利用券
を交付した者には、図書の貸出サービスを制限することが
ある。

（図書の区分）
第８条　図書は、次の７種に区分する。
　�　第１種　普通図書
　�　第２種　雑誌類
　�　第３種　参考図書類
　�　第４種　特別コレクション
　�　第５種　貴重図書及び準貴重図書
　�　第６種　ＡＶ・マイクロ資料類
　�　第７種　電子資料類

第９条～第１３条　　　　　＜省　略＞

（貸出サービス）
第１４条　　　　　　　　　＜省　略＞
２　　　　　　　　　　　＜省　略＞
３　開架閲覧室備付図書の貸出を希望する者は、当該図書に
利用券を添えて係に提出しなければならない。この場合に
おいて、貸出冊数及び期限は、次条第１項第３号に規定す
るところによる。

（目　的）
第１条　この規程は、関西大学図書館の所蔵する図書館資料
（以下「図書」という。）及び図書館施設の利用についての
必要な事項を定め、図書館の円滑な運用を図ることを目的
とする。

第２条～第６条　　　　　＜省　略＞

（利用の種類）
第７条　前条により利用券を交付した者には、図書の閲覧、
貸出その他の図書館サービスを行う。ただし、特別利用券
を交付した者には、図書の貸出サービスを行わない。

（図書の区分）
第８条　図書は、次の６種に区分する。
　�　第１種　普通図書
　�　第２種　雑誌類
　�　第３種　参考図書類
　�　第４種　特別コレクション
　�　第５種　貴重図書及び準貴重図書
　�　第６種　ＡＶ・マイクロ資料類

第９条～第１３条　　　　　＜省　略＞

（貸出サービス）
第１４条　　　　　　　　　＜省　略＞
２　　　　　　　　　　　＜省　略＞
３　開架閲覧室備付図書の貸出を希望する者（原則として学
部学生に限る。）は、当該図書に利用券を添えて係に提出し
なければならない。
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（貸出冊数及び期限）
第１５条　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　大学の専任教育職員　６０冊以内、６ヵ月以内
　�　大学の非常勤講師、大学院学生及び前号以外の専任職
員　２０冊以内、３ヵ月以内

　�　学部学生及び校友利用券又は優待利用券を交付した者
　５冊以内、２週間以内

　�　特別利用券を交付した者については別に定める。
２　貸出期限が休業期間内に及ぶときは、校友利用券、優待
利用券又は特別利用券を交付した者を除き、休業期間の終
了日までの貸出を認める。

３　　　　　　　　　　　＜省　略＞
４　　　　　　　　　　　＜省　略＞

（貸出制限）
第１６条　第８条第２号から第７号までに規定する図書は、貸
出することができない。ただし、同条第２号から第６号ま
でに規定する図書については、図書館長が特に必要と認め
た場合は、この限りでない。

２　　　　　　　　　　　＜省　略＞

第１７条～第２０条　　　　　＜省　略＞

（返還義務）
第２１条　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　校友利用券、優待利用券又は特別利用券の交付を受け

た者は有効期限の満了するとき。
（複写サービス）
第２２条　　　　　　　　　＜省　略＞
２　　　　　　　　　　　＜省　略＞
３　前項に規定する複写を希望する者は、所定の申込手続に
より、係に申し込まなければならない。

第２３条～第４０条　　　　　＜省　略＞

（貸出の停止）
第４１条　貸出期限を超過した延滞中の図書がある者には、図
書の貸出を停止する。

第４２条　　　　　　　　　＜省　略＞

　附　則
この規程（改正）は、平成１３年１０月１日から施行する。

（貸出冊数及び期限）
第１５条　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　大学の専任教育職員　３０冊以内、６ヵ月以内
　�　大学の非常勤講師、大学院学生、前号以外の専任職員
　２０冊以内、３ヵ月以内
　�　学部学生及び校友利用券又は優待利用券を交付した者
　５冊以内、２週間以内

２　貸出期限が休業期間内に及ぶときは、校友利用券又は優
待利用券を交付した者を除き、休業期間の終了日までの貸
出を認める。
３　　　　　　　　　　　＜省　略＞
４　　　　　　　　　　　＜省　略＞

（貸出制限）
第１６条　第８条第２号から第６号までに規定する図書は、貸
出することができない。ただし、図書館長が特に必要と認
めた場合は、この限りでない。

２　　　　　　　　　　　＜省　略＞

第１７条～第２０条　　　　　＜省　略＞

（返還義務）
第２１条　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　　　　　　　　　　＜省　略＞
　�　校友利用券又は優待利用券の交付を受けた者は有効期

限の満了するとき。
（複写サービス）
第２２条　　　　　　　　　＜省　略＞
２　　　　　　　　　　　＜省　略＞
３　前項に規定する複写を希望する者は、所定の申込書によ
り、係に申し込まなければならない。

第２３条～第４０条　　　　　＜省　略＞

（閲覧及び貸出の停止）
第４１条　閲覧図書の当日返還又は貸出図書の期限内返還を怠
った者は、それぞれ超過日数に冊数を乗じた期間、閲覧及
び貸出を停止する。

第４２条　　　　　　　　　＜省　略＞



　お知らせ
　平成１４年４月１日から、関西大学図書委員会規程

及び関西大学図書館図書管理規程を次のとおり改

正・施行しています。

関西大学図書委員会規程

��������������制定　昭和３１年６月２１日

　（趣　旨）

第１条　この規程は、関西大学図書館規程第５条第

２項の規定に基づき、図書委員会（以下「委員

会」という。）について必要な事項を定めるも

のとする。

　（構　成）

第２条　委員会は、次の者をもって構成する。

　�　図書館長

　�　各学部、外国語教育研究機構、大学院及び全

学共通教育推進機構委員会から選出された委員

各１名

　�　図書館次長

２　前項第２号に規定する委員は、学長が委嘱する。

　（任　期）

第３条　前条第１項第２号に規定する委員の任期は、

２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　委員に欠員が生じたときは、補充しなければな

らない。この場合において、後任者の任期は、前

任者の残任期間とする。

　（委員会の運営）

第４条　委員会は、図書館長が招集し、議長となる。

２　委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって

成立する。

３　委員会の議事は、出席委員の３分の２以上の同

意をもって決する。

４　委員会は、原則として、毎月１回開催する。

　（審議事項）

第５条　次に掲げる事項は、委員会に付すべきもの

とする。

　�　図書館運営の大綱に関すること。

　�　分館、分室、部局図書室等の設置、分割、統

合及び廃止に関すること。

　�　本館、分館、分室、部局図書室等相互間の調

整に関すること。

　�　図書館の事業計画並びに図書費予算及び決算

に関すること。

　�　図書館利用サービス並びに図書館行政に関す

る規則の制定及び改廃に関すること。

　�　図書の購入方針に関すること。

　�　基本図書費及び共通費支弁の図書の購入に関

すること。

　�　その他図書館長が必要と認める事項

　（委員会への報告）

第６条　前条の規定により議決せられた事項の実施

の結果は、委員会に報告するものとする。

　　附　則

　この規程は、昭和３１年６月２１日から施行する。

　　附　則

　この規程（改正）は、昭和３４年９月１５日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、昭和４２年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、昭和４４年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、昭和４９年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、昭和５２年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、平成６年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、平成１２年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、平成１４年４月１日から施行

する。�

平成１３年度に制定及び改正のあった諸規程

９５



関西大学図書館図書管理規程

��������������制定　昭和５２年３月１９日

第１条～第２４条　　＜省　略＞

　　附　則

　この規程（改正）は、平成１４年４月１日から施行

する。

別表第２（第１４条、第１６条関係）帳簿組織分類表

図書館フォーラム第７号（２００２）

９６

期　間登録番号台　帳　名
�����～１９７３．３
１９５８．４～１９７３．３
１９７３．４～２００２．３
１９７８．４～１９９４．３
２００２．４～
２００２．４～
２００２．４～
２００２．４～
１９７６．４～
１９７６．４～
１９９４．４～

１～４０２４０７
１～　４３７２４
１～８５８５１２
１～１１１４２６
２１０００００１～
２２０００００１～
２３０００００１～
４１０００００１～
６１０００００１～
６２０００００１～
６３０００００１～

図書原簿人文・社会系
　　　　工学系
資産図書台帳　Ａ系
　　　　　　　Ｃ系
図書１（和洋）
図書２（洋書）
図書３（和書）
雑誌（和洋）
マイクロフイルム台帳（３５㎜）６１系
マイクロフィッシュ台帳　　　６２系
マイクロフイルム台帳（１６㎜）６３系

資産図書台帳

資　
　

産　
　

図　
　

書
近世文書目録（リスト）管理補助簿
カード書架目録
電子目録事務用図書目録

１９７３．４～２００２．３
２００２．４～
２００２．４～
２００２．４～
１９９３．４～
１９９３．４～
１９８５．１～
１９８５．１～

１～３４３３５１
３１０００００１～
３２０００００１～
３３０００００１～
１００００００１～
１１０００００１～
６４０００００１～
６５０００００１～

準資産図書台帳　Ｂ系
消耗図書１（和洋）
消耗図書２（洋書）
消耗図書３（和書）
学習用図書（和書）
学習用図書（洋書）
オーディオテープ台帳６４系
ビデオテープ台帳　　６５系

準資産図書台帳
準　
資　
産　
図　
書

カード書架目録
電子目録事務用図書目録

逐次刊行物仮受ファイル
近世文書目録（リスト）管理補助簿

消
耗
品
図
書


